
 

 

 
 

 

 

 

 

≪重度な障害≫ 

◆身体障害者手帳１・２・３級の方 

◆知能指数が４０以下（療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１の一部）の方 

◆精神障害者保健福祉手帳１・２級の方 

◆身体障害者手帳４級かつ知能指数が５０以下（療育手帳Ｂ１）の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■６５歳以上で精神障害者保健福祉手帳１・２級の方は、必ず有効期限までに更新手

続きを行って下さい。有効期限を過ぎてしまうと、手当の支給対象になりません。 

■障がい福祉のサービス等については、市障がい福祉課へお問い合わせください。 

 
茅ヶ崎市障がい福祉課障がい福祉推進担当 

電話 ０４６７－８２－１１１１ 

６５歳以上で新た
・ ・

に
・

重度な障がいになった方は 

茅ヶ崎市重度障害者福祉手当の対象になりません 

茅ヶ崎市重度障害者福祉手当とは、障がいの程度に応じて手当を支給するものです。 

（※ただし、施設に入所している方には支給されません。） 

 

年齢に関わらず対象 

※平成30年12月までに本市在住

で対象になっていた方に限る 

６５歳以上で 

新た
・ ・

に
・

重度な障がいになった方は 

対象になりません 

平成３０年１２月まで 
平成３１年１月から 

見直し 

ご注意ください 

≪重度な障がい≫ 

                                                                

 

 

 

重度 

①身体障害者手帳１・２級の方 

②知能指数３５以下の方 

③身体障害者手帳３級でかつ知能指数５０以下の方 

④精神障害者保健福祉手帳１級の方 

 

月額 2,５００円
 

 

中度
 

①身体障害者手帳３級の方 

②知能指数４０以下の方 

③身体障害者手帳４級でかつ知能指数５０以下の方 

④精神障害者保健福祉手帳２級の方 

 

月額 １,５００円
 

 


